
横浜市退職小学校長会規約 

（名  称）  第 １ 条 本会は、横浜市退職小学校長会と称し、事務所を会長の指定する所におく。 

（構  成）  第 ２ 条 本会は、横浜市立小学校の校長を経験した者によって構成する。 

（目  的）  第 ３ 条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、教育問題について研究する。 

（事  業）  第 ４ 条 本会は、第３条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１．会員相互の親睦を目的とした事業 

２．教育問題研究協議会並びに講演会の開催、その他教育問題調査研究に関する事業 

３．他の諸団体との連絡、提携に関する事業 

４．その他本会の目的を達成するために必要な事業 

（役  員）  第 ５ 条 本会に次の役員をおく。 

１．次の役員をおく。 

1) 会長       １名 

2) 副会長      ３名 

3) 監査委員     ２名 

２．次の幹事等をおく 

1) 常任幹事（総務・会計及び部長）      若干名 

2) 幹事  （地区幹事・会長指名幹事）    若干名 

3) 参与                   若干名 

（役員等の選出）第 ６ 条 本会の役員及び常任幹事・幹事等は次のように選出する。 

１．正副会長並びに監査委員は、総会で選出する。 

２．常任幹事は幹事の中から、会長が委嘱する。 

３．幹事は各区・各地区毎に２名以上を選出し、他に会長指名の事業部幹事をおく。 

４．各事業の正副部長は部毎に幹事から互選し、会長が委嘱する。 

５．参与は本会の正副会長・監査委員経験者の中から本人の承諾を得て会長が委嘱する。 

（役員の任務） 第 ７ 条 役員等の任務は次の通りである。 

１．会長は本会を代表し会務を統括する。 

２．副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は会務を代行する。 

３．常任幹事は本会の会務を分担し、運営にあたる。 

４．幹事は総会の決議事項並びに第３条の目的を達成するための事業を処理する。 

５．監査委員は本会の経理を監査する。 

６．参与は会長の要請に応じて、本会の充実発展のために意見を述べることができる。 

（役員の任期） 第 ８ 条 本会の役員の任期は２ヵ年とし、再選を妨げない。但し、任期内に役員に欠員を 

生じた場合は補充する事ができる。この場合の任期は前任者の残任期間とする。 

（総  会）  第 ９ 条 定期総会は毎年１回開く。但し、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開く事が 

できる。 

（緊急総会）  第１０条 緊急を要する場合は、第５条の役員会をもって総会に代えることができる。但し、 

この場合には、次の総会で報告しなければならない。 

（役員会）   第１１条 役員会は次の通りとする。 

１．役員会は会長・副会長・監査委員及び総務・会計をもって構成する。 

但し、必要に応じて関係者の参加を求めることができる。 

２．役員会は会務を処理するために随時開く。 

（会  費）   第１２条 本会の会計及び会費は次の通りとする。 

１．本会の会計は一般会計と特別会計とする。 

２．一般会計の会費は年３,4００円とし、特別会計の会費（慶弔費）は細則に定め一般 

  会計の会費と併せて徴収する。 

（経 費）   第１３条 本会の経費は会費・入会金及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。 

（会計年度）  第１４条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

（運営細則）  第１５条 本会の細則の運営は役員会に委ねる。   

（付  則）  第１６条 本規約は昭和４０年５月２９日より施行する。 

 



昭和６１年５月１０日規約の一部改正施行 平成３０年４月２４日規約の一部改正施行 

平成 ５年４月２４日規約の一部改正施行 令和 ２年５月１４日規約の一部改正施行 

平成１０年４月１８日規約の一部改正施行 令和 ５年４月２５日規約の一部改正施行 

平成１３年４月１２日規約の一部改正施行  

平成１７年１月２５日規約の一部改正施行  

平成１９年４月１２日規約の一部改正施行  

                               

横浜市退職小学校長会規約 細則 

１．常任幹事の事務分掌 

1) 総務部   〇本会の文書の受付と処理  〇諸会合の企画、運営  〇会員の名簿、カードの作成  

〇会員の慶弔        〇関係団体との連絡   〇会員連絡網の作成 

        〇その他の係に属さない事務 

2) 会計部   〇会員の会費の徴収保管   ・予算案、決算書の作成 

        〇関係団体への分担金の支出 ・諸会合、諸行事の経費の支出 

        〇その他の臨時的諸会計の処理 

3) 事業部   〇本会の各事業の企画運営 

（情宣・サポート事業部）・会報 ・教育サポートセンター ・ＨＰ管理事業部 

（親睦事業部）・見学会 ・はぜ釣り ・俳句 ・囲碁研修 ・あかね展 ・旅行研修   

・フォトさくら ・読書と文学散歩 

   〇実施後の処理  

２．慶弔について 

1) 会員が米寿・喜寿になった場合は、総会において祝意を表し、米寿の方には記念品を贈る。 

（記念品は米寿５,０００円程度） 

2) 会員死亡の場合は、地区幹事が連絡調整を図り、弔辞を読み弔意を表すとともに、弔慰金１０,０００円 

   を贈る。 

３．役員推薦委員会 

1) 会長・副会長・監査委員を推薦するために役員推薦委員会を設ける。 

2) 推薦委員会は常任幹事から２名、地区幹事から２名、会長指名幹事から１名を以って構成し、委員長を 

定める。 

3) 委員会は会員の中より会長・副会長・監査委員の候補者を推薦し、総会において承認を求める。 

４．会員に関するもの 

  新会員は初年度会費５,５００円（入会金を含む）を納入する。 

５．特別会計 

慶弔費は当分の間６００円とし、著しい出費超過またはそれが予測された場合は、第１０条の役員会を 

経て臨時に徴収することができる。 

６．付則 

本細則は昭和４０年５月２９日より施行する。 

本細則の一部改正施行については、規約の付則に準ずる。 

 平成１５年４月１９日細則の一部改正施行  令和 ３年５月１３日細則の一部改正施行 

 平成２３年４月 ８日細則の一部改正施行  令和 ５年４月２５日細則の一部改正施行 

 平成２８年４月２６日細則の一部改正施行  

 平成３０年４月２４日細則の一部改正施行  

 平成３１年４月２３日細則の一部改正施行  

 令和 ２年５月１４日規約の一部改正施行  

 


